
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡カバーとカバー用内視鏡とを組み合わせて使用するカバー式内視鏡において、
　前記内視鏡カバーの内側に配置され、前記内視鏡カバー に対して
移動自在に配設されると共に、前記内視鏡カバーにカバー用内視鏡を固定可能とする固定
位置において前記内視鏡の挿入部を押圧するように作用して前記内視鏡カバーにカバー用
内視鏡を固定する固定部材を具備したことを特徴とするカバー式内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡カバーとカバー用内視鏡とを組み合わせて使用するカバー式内視鏡に
関し、特に、内視鏡カバーの挿入部カバーとカバー用内視鏡の挿入部との固定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、工業分野・医療分野などで広く用いらている。医療分野で用いられる
内視鏡は、生体内に挿入した場合、生体内に挿入した挿入部の外表面のみならず、挿入部
先端に設けられている観察窓の洗浄のために設けた送水管路や送気管路、或は、不用体液
などの吸引や処置具の挿通を行うための処置具チャンネルなどの内蔵管路の内表面にも体
液や血液などが付着する。このため、一度患者に使用した内視鏡を再使用する際には、感
染症などを確実に防止するため、洗浄消毒を充分に行わなければならなかった。しかし、
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内視鏡を洗浄消毒するには手間と時間がかかり、複数の人に対して連続して検査を行うた
めには、内視鏡を複数本用意する必要があり、経済的負担が大きかった。
【０００３】
　そこで、検査毎に内視鏡の挿入部などをカバーで覆い、このカバーで覆った内視鏡を生
体内に挿入し、検査終了と同時に生体内に接触したカバーだけを廃棄するようにした、い
わゆるカバー式内視鏡が提案されている。
【０００４】
　しかし、カバー用内視鏡に内視鏡カバーを被せて検査を行うようにしたカバー式内視鏡
では症例中に内視鏡カバーの挿入部カバーとカバー用内視鏡の挿入部との固定部が位置ず
れして観察に支障をきたすおそれがある。
【０００５】
　このため、内視鏡カバーの挿入部カバーとカバー用内視鏡の挿入部とを確実に固定する
ため、実開平３－１０１９０１号公報には内視鏡の先端構成部の外周部に係止溝を設ける
一方、挿入部カバーの先端構成部の内面に凸部を設け、前記溝部と凸部とを係合させて固
定するようにした内視鏡カバーが示されている。また、実開平３－１０１９０５号公報に
は内視鏡の先端構成部と挿入部カバーの先端構成部とを貼着して固定するようにした内視
鏡カバーが示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記実開平３－１０１９０１号公報で示されたように溝部と凸部とを係
合して固定する内視鏡カバーでは、内視鏡の先端構成部と挿入部カバーの先端構成部との
部品寸法にバラツキが生じると、内視鏡先端構成部とカバー先端構成部との間にガタが生
じ、このガタによってカバー先端構成部に設けたレンズカバーと内視鏡先端構成部に設け
た光学窓との距離を適正に保てない。この結果、フレア，ゴースト，視野ケラレといった
光学性能上の問題が発生し、最悪の場合には内視鏡検査ができなくなるという問題点があ
った。また、カバー先端構成部に形成した凸部の弾性を利用して、内視鏡先端構成部の溝
部に着脱するため、固定力量が小さいと使用中に外れてしまい、十分な固定強度を得よう
とすると溝部と凸部とで形成される係止部を大きくする必要があり、係止部を大きくする
と着脱性が悪くなるという問題があった。
【０００７】
　一方、前記実開平３－１０１９０５号公報で示されたように内視鏡の先端構成部と挿入
部カバーの先端構成部とを貼着にて固定する際、内視鏡先端構成部とカバー先端構成部と
が所定位置に達する前に貼着し、その結果、カバー先端構成部に設けたレンズカバーと内
視鏡先端構成部に設けた光学窓との距離が適正にならず、フレア，ゴースト，視野ケラレ
といった光学性能上の問題が発生し、最悪の場合には内視鏡検査ができなくなるという問
題点があった。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、内視鏡先端構成部及びカバー先端構成
部の部品寸法のバラツキに関わりなく、簡単で且つ、確実にカバー用内視鏡の挿入部を内
視鏡カバーの挿入部カバー部に固定されるカバー式内視鏡を提供することを目的としてい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によるカバー式内視鏡は、内視鏡カバーとカバー用内視鏡とを組み合わせて使用
するカバー式内視鏡において、前記内視鏡カバーの内側に配置され、前記内視鏡カバー

に対して移動自在に配設されると共に、前記内視鏡カバーにカバー用
内視鏡を固定可能とする固定位置において前記内視鏡の挿入部を押圧するように作用して
前記内視鏡カバーにカバー用内視鏡を固定する固定部材を具備したことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１０】
　本発明によれば、内視鏡先端構成部及びカバー先端構成部の部品寸法のバラツキに関わ
りなく、簡単で且つ、確実にカバー用内視鏡の挿入部を内視鏡カバーの挿入部カバー部に
固定されるカバー式内視鏡を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。   
　図１ないし図４は本発明の第１実施例に係り、図１は内視鏡カバー方式の内視鏡装置を
示す図、図２は内視鏡カバーのカバー先端構成部の概略構成を示す断面図、図３は固定部
材の概略構成を説明する図、図４は固定部材の作用を示す図である。
【００１２】
　図１に示すように内視鏡カバー方式の内視鏡装置１は、内視鏡カバー方式の内視鏡（以
下、カバー式内視鏡と略す）２を有する装置である。
【００１３】
　前記カバー式内視鏡２は、内視鏡カバー（以下、カバーと略記する）３と、このカバー
３に装着される内視鏡カバー用内視鏡（以下、カバー用内視鏡と略記する）４とを組み合
わせて構成される。内視鏡検査を行う際には、清潔なカバー３によってカバー用内視鏡４
の挿入部などは覆われ、検査後にはカバー３は破棄され、一方、カバー用内視鏡４は、新
しい清潔なカバー３によって覆われ、繰り返し使用されることが特徴となる。これにより
、検査後における内視鏡の洗浄，消毒を不要とするものである。
【００１４】
　前記内視鏡カバー方式の内視鏡装置１は、前記カバー式内視鏡２と、このカバー式内視
鏡２に接続される各種周辺機器などを内設したカート５と、前記カバー式内視鏡２を保持
するカバー保持具６とを有している。
【００１５】
　前記カート５には、例えば光源装置７，ビデオプロセッサ８、流体制御装置９、カバー
３にカバー用内視鏡４を装着する際に使用する内視鏡カバー拡張器（以下、拡張器と略記
する）１０などが収納されている。また、前記カート５の上面部には、ビデオプロセッサ
８からの映像信号を受けて内視鏡画像を表示するモニタ１１が載置されている。
【００１６】
　カバー用内視鏡４は、細長の内視鏡挿入部１４の手元側基端部に太径の把持部を兼ねた
操作部１２が連設され、操作部１２の側部からユニバーサルコード１３が延出しており、
このユニバーサルコード１３の端部にコネクタ１５が設けられている。
【００１７】
　光源装置７は、前記コネクタ１５を介してカバー用内視鏡４と着脱自在に接続され、カ
バー用内視鏡４に照明光を供給するようになっている。また、ビデオプロセッサ８は、前
記コネクタ１５の側部から延出する信号ケーブル１６を介してカバー用内視鏡４と着脱自
在に接続され、カバー用内視鏡４に内蔵された撮像手段の駆動、及び撮像手段から出力さ
れる信号に対する信号処理を行い、標準的な映像信号に変換してモニタ１１へ出力するよ
うになっている。
【００１８】
　前記拡張器１０は、拡張チューブ１７が接続され、この拡張チューブ１７を介してカバ
ー内に空気を送り込んで拡張するためのものであり、このカバー３を拡張することにより
、カバー用内視鏡４のカバー３への装着あるいは抜去が容易にできるようになっている。
このカバー用内視鏡４にカバー３を装着あるいは取り外す際にはカバー保持具６を用い、
例えばカバー保持具６によってカバー３の基端側を保持してカバー用内視鏡４を挿入ある
いは抜去する。
【００１９】
　カバー３は、軟性の挿入部カバー部１８と、薄肉で軟らかい例えば塩化ビニルなどの高
分子材料で構成した操作部カバー部１９及びユニバーサルコードカバー部２０とを備えて
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おり、カバー用内視鏡４の挿入部１４，操作部１２，ユニバーサルコード１３をそれぞれ
覆うようになっている。
【００２０】
　流体制御装置９は、送気制御弁２１，送水制御弁２２，吸引制御弁２３が設けられ、送
気，送水，吸引をこれらの電磁弁で制御するようになっている。送気制御弁２１，送水制
御弁２２，吸引制御弁２３は、それぞれに挿入部カバー部１８から延出している送気管路
２４，送水管路２５，吸引管路２６が接続されている。
【００２１】
　また、吸引制御弁２３には吸引チューブ２７が接続され、その端部には図示しない吸引
器が接続され、内視鏡先端部より不用な体液などの吸引を行うようになっている。送水制
御弁２２には送水チューブ２８が接続されており、その先端部には送水タンク２９が接続
されている。さらに、流体制御装置９からは２本の送気チューブ３０が延出しており、送
気制御弁２１と送水タンク２９とに接続されている。
【００２２】
　ここで、挿入部カバー部１８の先端部分を構成するカバー先端構成部について説明する
。   
　図２に示すように前記カバー３の挿入部カバー部１８は、先端部分にステンレスなどの
金属部材や樹脂部材などの硬質部材で形成したカバー先端構成部３１を備えている。この
カバー先端構成部３１には段部３２が形成され、この段部３２に細長な挿入部カバー外皮
３３の一端部が固定されている。
【００２３】
　前記カバー先端構成部３１にはカバー用内視鏡４の挿入部１４の先端部分である内視鏡
先端構成部１４Ａが挿入される内視鏡挿通用透孔３４，図示しない送気・送水用チャンネ
ル孔及び吸引用チャンネル孔３５が形成されている。前記内視鏡挿通用透孔の先端側開口
部にはレンズカバー３６が配設されており、前記吸引用チャンネル孔３５には吸引用チュ
ーブ３７が固定されている。なお、前記挿入部カバー外皮３３及び吸引用チューブ３７は
、カバー先端構成部３１に接着あるいは溶着によって固定されている。
【００２４】
　前記内視鏡挿通用透孔３４に近接するカバー先端構成部３１の側面には前記内視鏡挿通
用透孔３４に連通し、且つカバー用内視鏡挿入方向に対して略鉛直な透孔３８が形成され
ている。図に示すように前記透孔３８は、内視鏡挿入方向に対して鉛直なストレート穴３
８Ａと、カバー先端構成部先端面側及び内視鏡挿通用透孔側に向かうにしたがって開口面
積が大きくなるように傾きθの斜面部３９を有する傾斜穴３８Ｂとで形成されている。な
お、この透孔３８には後述する破線で示す固定部材４０が配設されるようになっている。
、
　図３に示すように前記透孔３８に配設される固定部材４０は、透孔３８のカバー先端構
成部外周側面に形成したストレート穴３８Ａの直径より大きなフランジ部４１と、カバー
先端構成部３１の内視鏡挿通用透孔３４に配設されるカバー用内視鏡４の挿入部１４の後
述する内視鏡先端構成部の側面を押圧する内視鏡押圧面４２を備えたフランジ部側にいく
にしたがって投影面積が小さくなるように傾斜角θ 1 で形成した傾斜面４３を有する押圧
部４４とで構成されている。
【００２５】
　前記フランジ部４１の底面部４１Ａから内視鏡押圧面までの距離（Ｘ）と、内視鏡先端
構成部３１の段部３２の外周面から内視鏡先端構成部３１に形成した内視鏡挿通用透孔３
４の内周面までの肉厚（ｔ）との間にはＸ≧ｔの関係が成り立つ。また、内視鏡押圧面４
２の面積は、透孔３８の傾斜穴３８Ｂの開口面積より小さく形成してある。さらに、前記
傾斜面４３の傾斜角をθ 1 と、前記斜面部３９の傾きθとの間にはθ＜θ 1 の関係が成り
立つ。このため、固定部材４０は、固定部材先端部４３Ａをカバー先端構成部外周開口側
から透孔３８に対して挿通することにより、図４（Ａ）に示すようにカバー先端構成部３
１に配設することが可能であると共に、前記透孔３８に配設後は固定部材４０に設けたフ
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ランジ部４１によって内視鏡挿通用透孔側への脱落が防止され、且つカバー用内視鏡挿抜
方向への移動が自在になっている。
【００２６】
　上述のように固定部材４０をカバー先端構成部３１に配設したカバー３の挿入部カバー
部１８とカバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部１４Ａとの固定方法を説明する。   
　まず、図４（Ａ）に示すように固定部材４０を配設したカバー先端構成部３１にカバー
用内視鏡４の内視鏡先端構成部１４Ａを挿入して、この内視鏡先端構成部１４Ａの図示し
ない先端部をカバー先端構成部３１の所定位置に位置決めする。
【００２７】
　次に、図４（Ｂ）に示すようにカバー先端構成部３１に配設した固定部材４０をカバー
先端構成部先端面側に移動させていく。すると、固定部材４０の傾斜面４３がカバー先端
構成部３１のストレート穴３８Ａと傾斜穴３８Ｂとが交叉する作用部３８Ｃに当接する。
【００２８】
　次いで、前記固定部材４０をさらにカバー先端構成部先端面側に移動させていく。する
と、図に示すように固定部材４０の傾斜面４３が前記作用部３８Ｃに当接しているので、
固定部材４０は傾斜面４３の傾斜角θ 1 に沿ってカバー先端構成部先端面側で且つカバー
用内視鏡の挿入部側面に向かって移動していく。
【００２９】
　この結果、内視鏡挿通用穴３４に挿通されたカバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部１４
Ａの側面を固定部材４０の内視鏡押圧面４２が押圧し、内視鏡押圧面４２と挿入部側面及
び固定部材の傾斜面４３と作用部３８Ｃとの間に生じる摩擦力によってカバー用内視鏡４
の内視鏡先端構成部１４Ａが挿入部カバー部１８のカバー先端構成部３１の所定位置に位
置決め固定される。
【００３０】
　このように、カバー先端構成部と固定部材とを別体に形成し、別体に形成した固定部材
をカバー先端構成部にカバー用内視鏡挿抜方向に対して移動自在に配設し、この固定部材
の押圧面がカバー先端構成部に形成した内視鏡挿通用穴に挿通したカバー用内視鏡の挿入
部の側面に向かって移動するように構成したことにより、前記内視鏡挿通用穴に挿通され
たカバー用内視鏡の挿入部を、固定部材の押圧面で押圧して固定することができる。この
ことにより、カバー先端構成部やカバー用内視鏡の挿入部の部品寸法のバラツキに関わり
なく、内視鏡カバーの挿入部カバーとカバー用内視鏡の挿入部とを確実に固定することが
できる。
【００３１】
　なお、固定部材のカバー先端構成部への配設箇所は１箇所に限定されるものではなく、
複数箇所設けることによって、固定強度を増大させることができる。また、固定部材の配
設位置を、内視鏡先端構成部の中心軸に対して対称になるように設けておき、内視鏡先端
構成部が内視鏡挿通用穴内で中央に位置するように設定することによってフレア，ケラレ
などの光学性能上の不具合の発生をより少なくすることができる。
【００３２】
　図５ないし図８は本発明の第２実施例に係り、図５はリング状固定部材の構成を説明す
る図、図６はカバー先端構成部の概略構成を示す図、図７はカバー先端構成部にリング状
固定部材を配設した状態を示す図、図８はリング状固定部材の作用を示す図である。
【００３３】
　前記第１実施例の固定部材４０がカバー先端構成部３１の側面に形成した透孔３８にカ
バー用内視鏡挿抜方向に移動自在となるように配設したのに対し、本実施例の固定部材は
図８に示すようにカバー先端構成部５１の外周面に係合するカバー用内視鏡挿抜方向に対
して移動自在なようにリング状に形成したリング状固定部材５２である。
【００３４】
　図５に示すようにリング状固定部材５２は、内径がカバー先端構成部５１の段部３２の
外周外径に同径もしくはやや大きめに形成した係合部５３を備えたリング状の部材であり
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、このリング状固定部材５２の係合部５３である内周面には前記第１実施例の固定部材４
０と同様に内視鏡押圧面４２及び傾斜角θ 1 の傾斜面４３を有する突起部５４が一体的に
設けてある。
【００３５】
　一方、図６に示すようにカバー先端構成部５１には前記リング状固定部材５２の内周面
に形成した傾斜面４３に対設するように前記第１実施例の傾斜穴３８Ｂの傾きθと同様の
切欠面５５がカバー先端構成部５１の手元側端面５１Ａから先端構成部先端面側に向かっ
て形成されている。
【００３６】
　なお、図７に示すようにリング状固定部材５２をカバー先端構成部５１に組み付けたと
き、前記突起部５４に形成した内視鏡押圧面４２と、カバー先端構成部５１に設けた内視
鏡挿通用透孔３４の内周面とは、ほぼ同一面もしくは内視鏡押圧面４２が内視鏡挿通用透
孔３４の中心部側に位置するように形成してある。また、前記突起部５４の厚みＨ 1 と切
欠部５５の切欠き高さＨ 2 との間にはＨ 1 ＞Ｈ 2 の関係がある。さらに、切欠部５５の傾
きθと突起部５４の傾斜面の傾斜角θ 1 との間には前記第１の実施例と同様に、θ 1 ＞θ
の関係がある。その他の構成は前記第１実施例と同様であり同部材には同符号を付して説
明を省略する。
【００３７】
　上述のようにカバー先端構成部５１の段部外周面にリング状固定部材５２を係合したカ
バー３の挿入部カバー部１８にカバー用内視鏡４の挿入部１４を固定する際、図８に示す
ようにカバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部１４Ａをカバー先端構成部５１に形成した内
視鏡挿通用透孔３４の所定位置まで挿通する。
【００３８】
　そして、所定位置まで挿通された内視鏡先端構成部１４Ａをこのカバー先端構成部５１
に固定するため、カバー先端構成部５１に係合されているリング状固定部材５２をカバー
先端構成部先端面側に移動する。すると、リング状固定部材５２の傾斜面４３がカバー先
端構成部手元側端面５１Ａと切欠面５５とが交叉する作用部５１Ｂに当接する。
【００３９】
　ここで、さらにリング状固定部材５２をカバー先端構成部先端面側に移動させる。する
と、突起部５４は傾斜面４３の傾斜角θ 1 に沿ってカバー先端構成部先端面側で且つ内視
鏡先端構成部側に移動する。この結果、内視鏡挿通用穴３４に挿通されたカバー用内視鏡
４の内視鏡先端構成部１４Ａの側面がリング状固定部材５２の突起部５４の内視鏡押圧面
４２で押圧され、内視鏡押圧面４２と内視鏡先端構成部１４Ａの側面及び傾斜面４３と作
用部５１Ｂとの間に生じる摩擦力によってカバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部１４Ａが
カバー３のカバー先端構成部５１の所定位置に位置決め固定される。その他の作用は前記
第１実施例と同様である。
【００４０】
　このように、突起部を内周面に形成したリング状固定部材を内視鏡挿抜方向へ移動させ
ることによって、カバー用内視鏡の内視鏡先端構成部をカバー先端構成部の内視鏡挿通用
透孔に着脱自在に固定することができる。
【００４１】
　また、固定部材をカバー先端構成部の外周面に係合するリング状固定部材としたことに
より、固定部材の把持する部分が大きくなって作業者の操作性が向上し、挿入部カバー部
とカバー用内視鏡の挿入部との着脱が容易になる。その他の効果は前記第１実施例と同様
である。
【００４２】
　図９及び図１０は前記第１実施例の変形例に係り、図９は固定部材の別の構成を示す図
、図１０は固定部材の作用を示す図である。   
　図９に示すように本実施例では固定部材４０の傾斜面４３を形成する傾斜角θ 2 を第１
実施例の傾斜角θ 1 より小さくしている。すなわち、θ 2 ＜θ 1 の関係である。また、こ
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の傾斜角θ 2 とカバー先端構成部３１に形成した傾斜穴３８Ｂの斜面部３９の傾きθとの
間にはθ 2 ＜θの関係が成り立つように形成してある。その他の構成は前記第１実施例と
同様であり、同部材には同符号を付して説明を省略する。
【００４３】
　上述のように固定部材４０の傾斜面４３の傾斜角θ 2 を、カバー先端構成部３１に形成
した斜面部３９の傾きθより小さくなるように構成したことにより、カバー用内視鏡４の
内視鏡先端構成部１４Ａがカバー先端構成部３１の内視鏡挿通用透孔３４の所定位置に配
置して固定部材４０で内視鏡先端構成部１４Ａを固定しようとするとき、前記固定部材４
０をカバー先端構成部先端面側に移動させると、固定部材４０の先端部４３Ａがカバー先
端構成部３１の斜面部３９に当接して内視鏡押圧面４２が内視鏡先端構成部側面方向に移
動して、カバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部１４Ａを押圧してカバー先端構成部３１の
所定位置に固定する。その他の作用及び効果は前記第１実施例と同様である。
【００４４】
　なお、前記第２実施例で示した切欠面５５の傾きθに対する突起部５４の傾斜面４３の
傾斜角θ 1 を上述の関係が成り立つように傾斜角θ 2 で形成することにより、この変形例
と同様の作用・効果を得ることができる。
【００４５】
　図１１ないし図１３は本発明の第３実施例に係り、図１１はカバー先端構成部にカバー
用内視鏡の挿入部を装着した状態を示す図、図１２はカバー用内視鏡の内視鏡先端構成部
及び挿入部カバー部のカバー先端構成部の構成を示す断面図、図１３はカバー先端構成部
の別の構成を示す斜視図である。
【００４６】
　図１１に示すように本実施例ではカバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部６０と挿入部カ
バー部１８のカバー先端構成部６１とを固定するために、カバー先端構成部６１の内周面
手元側に形成した爪部６２を、内視鏡先端構成部６０の側面に形成した切欠き溝６３に係
入し、さらに、この係入部を含むカバー先端構成部６１の外周面に固定部材４０であるリ
ング部材６４を係合させている。このとき、リング部材６４は、このリング部材６４の内
周面に形成してある爪６５がカバー先端構成部６１の段部３２の側面に周方向に形成して
ある溝６６に係入してカバー先端構成部６１の外周面に係合して固定される。
【００４７】
　すなわち、図１２に示すようにカバー先端構成部６１の内視鏡挿通用透孔３４の内周面
には内視鏡挿入方向に対して鉛直で周方向に突出する爪部６２が形成してある。また、カ
バー用内視鏡４の内視鏡先端構成部６０の側面周方向には前記爪部６２が係入する切欠き
溝６３が形成してある。そして、前記カバー用内視鏡４をカバー先端構成部６１の内視鏡
挿通用透孔３４に挿通させたとき、切欠き溝６３にカバー先端構成部６１の爪部６２が容
易に係入するように爪部近傍に段部６７を形成して弾性を持たせている。その他の構成は
上述の実施例と同様であり、同部材には同符号を付して説明を省略する。
【００４８】
　上述のように構成することにより、カバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部６０をカバー
先端構成部６１の内視鏡挿通用透孔３４に挿入していくと、内視鏡先端構成部６０の先端
面に爪部６２が当接するが、ここでカバー用内視鏡４を更に先端側に挿通していくと爪部
６２が弾性変形して内視鏡先端構成部側面を移動し、内視鏡先端構成部６０が所定位置に
なったとき、爪部６２が切欠き溝６３に係入する。次いで、カバー先端構成部６１の段部
６７の外周面にリング部材６４を嵌挿して爪６５を溝６６に係入してカバー用内視鏡４の
挿入部１４とカバー３の挿入部カバー部１８との固定を終了する。
【００４９】
　このように、リング部材でカバー先端構成部の爪部と内視鏡先端構成部の切欠き溝で形
成される係入部を固定することにより、爪部と切欠き溝との係入状態が解除されることが
ないので、カバー式内視鏡構成後に挿入部カバー部とカバー用内視鏡挿入部とが不用意に
外れることが無い。その他の効果は前記実施例と同様である。
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【００５０】
　なお、レンズカバー内面から突起部６２まで距離Ｌ 1 と、レンズカバー内面から切欠き
溝までの距離Ｌ 2 との間にＬ 1＜Ｌ 2 の関係が成り立つように形成することにより、常に
内視鏡先端構成部６０をレンズカバー内面側に付勢して、図示しない観察窓、照明窓の位
置ずれを防止するので、フレア，ゴーストといった光学性能上の不具合をより確実に防止
することができる。
【００５１】
　また、図１３に示すようにカバー先端構成部６１の外周面に段部６７を形成して薄肉に
形成すると共に、切欠部６８を形成して内視鏡挿入方向に対して鉛直方向に自在に弾性変
形する爪部６２を有する舌片部６９を形成することにより、カバー用内視鏡４の挿入部１
４の挿入部カバー部１８への着脱が容易になり作業性が大幅に向上する。
【００５２】
　図１４ないし図１６は本発明の第４実施例に係り、図１４はカバー先端構成部にカバー
用内視鏡の挿入部を装着した状態を示す図、図１５は図１４のＣ―Ｃ断面図、図１６はカ
バー用内視鏡側面周方向に形成したカム溝の展開図である。
【００５３】
　図１４に示すように本実施例ではカバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部７０を、挿入部
カバー部１８のカバー先端構成部７１の所定位置に固定するため、内視鏡先端構成部７０
の外周に形成したカム溝７２に、Ｃ字形状に形成した弾性を有するＣ字状固定部材７３の
内周面に設けた凸部７４を係入している。
【００５４】
　図１５に示すようにカバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部７０の外周側面には図１６の
展開図に示すようなカム溝７２が形成してある。このカム溝７２は、カム溝中心を内視鏡
先端構成部側から内視鏡操作部側に向かって傾斜させて図１５に示すＤ軸からＥ軸にかけ
ての部分が形成してある。さらに、Ｄ軸近傍にカム溝７２の底面の径と同寸法で平面部７
０Ａが形成してある。
【００５５】
　一方、カバー先端構成部７１の外周面には内視鏡挿通用透孔に配設したカバー用内視鏡
４の内視鏡先端構成部７０のカム溝７２に対応する係合穴７５Ａを形成した係合溝７５が
図１５に示すＦ軸からＧ軸にかけて形成してある。この係合溝７５にはＣ字状固定部材７
３が配設されるようになっている。そして、前記Ｃ字状固定部材７３を係合溝７５に係合
させたとき、このＣ字状固定部材７３に設けた凸部７４が係合穴７５Ａを挿通してカム溝
７２に係入するようになっている。なお、前記Ｃ字状固定部材７３は、切欠部をカバー先
端構成部７１の係合溝７５に押し当てるようにして押し込むことによって、切欠部が広が
って係合溝７５に摺動自在に係合される。その他の構成は上述の実施例と同様であり、同
部材には同符号を付して説明を省略する。
【００５６】
　上述のように構成したＣ字状固定部材７３を配設したカバー先端構成部７１にカバー用
内視鏡４の内視鏡先端構成部７０を固定する際、まず、凸部７４が平面部７０Ａに相対す
るようにＣ字状固定部材７３を位置させ、カバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部７０をカ
バー先端構成部７１の内視鏡挿通用透孔３４に挿通していく。すると、凸部７４と内視鏡
先端構成部７０とは干渉することなしに挿入でき、内視鏡先端構成部７０に形成したカム
溝７２にＣ字状固定部材７３の凸部７４が係入する位置に到達する。
【００５７】
　次に、前記カム溝７２にＣ字状固定部材７３の凸部７４が係入した状態でＣ字状固定部
材７３を略１／４回転させる。すると、内視鏡先端構成部７０に形成したカム溝７２に沿
って凸部７４が移動することにより、カバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部７０が先端側
に移動してカバー先端構成部７１に設けた突き当て部７７に当接して位置決め固定が完了
する。
【００５８】
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　このように、カバー用内視鏡側にカム溝を設けると共に、このカム溝を移動する凸部を
有する固定部材を内視鏡カバー側に設けることにより、凸部がカム溝を移動することによ
ってカバー用内視鏡の内視鏡先端構成部が挿入部カバー部のカバー先端構成部の突き当て
部に確実に当接して固定されるので、レンズカバーと観察光学系との距離が内視鏡先端構
成部及びカバー先端構成部の部品寸法のバラツキに関わりなく一定になる。このことによ
り、フレア，ゴーストといった光学系上の問題をより少なくすることができる。
【００５９】
　また、カム溝の位置をカバー用内視鏡の先端側近傍にすることにより、先端側への付勢
効果を大きくすることができる。
【００６０】
　さらに、図１５に示すようにＣ字状固定部材７３の外周面に凸状部７３Ａを設けれるこ
とによって、この凸状部６８Ａを押さえることによって容易に回転させることができる。
なお、前記カム溝７２は、内視鏡先端構成部７０の周方向に対して９０°の範囲程度に渡
って設けてあればよく、このときのリードを３．６前後にすれれば部品寸法のバラツキに
関わらず上述の効果を得ることができる。
【００６１】
　なお、符号７６Ａは送気チューブであり、符号７６Ｂは送水チューブである。
【００６２】
　図１７及び図１８は本発明の第５実施例に係り、図１７はカバー先端構成部にカバー用
内視鏡の挿入部を装着した状態を示す図、図１８は図１７のＨ―Ｈ断面図である。
【００６３】
　図１７に示すように本実施例においてはカバー先端構成部８１の外周面にネジ部８２が
設けてある。このカバー先端構成部８１に設けたネジ部８２にはリング固定部材８３の内
周面に設けたネジ部８４が螺合するようになっている。このリング固定部材８３をカバー
先端構成部８１に螺合固定することによって、このリング固定部材８３に設けた突起８５
がカバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部８０に形成してある段部８６Ｂを押圧して内視鏡
先端構成部８０をカバー先端構成部８１の突き当て部８７に段部８６Ａを押し当てて固定
するようになっている。このため、図１８に示すようにカバー先端構成部８１には前記突
起８５が通過可能な溝８８が挿入方向全長に渡り形成してある。
【００６４】
　なお、内視鏡先端部８０には段部８６Ａ，８６Ｂが形成されるように太径部８０Ａと細
径部８０Ｂとが形成してある。その他の構成は上述の実施例と同様であり、同部材には同
符号を付して説明を省略す。
【００６５】
　上述のように構成したカバー用内視鏡４の内視鏡先端構成部８０を挿入部カバー部１８
のカバー先端構成部８１に装着する際は、まず、リング固定部材８３の突起８５を内視鏡
先端構成部８０の溝８８に位置させる。この状態で、内視鏡先端構成部８０を内視鏡挿通
用透孔３４へ挿入していく。このとき、突起８５と内視鏡先端構成部８０とが干渉するこ
となく挿入される。そして、内視鏡先端構成部挿入後、リング固定部材８３のネジ部８４
とカバー先端構成部８１のネジ部８２とを螺合していく。このことにより、リング固定部
材８３が先端側に移動して突起８５が段部８６Ｂに当接し、内視鏡先端構成部８０を突き
当て部８７に当接させて内視鏡先端構成部８０のカバー先端構成部８１への固定を完了す
る。
【００６６】
　このように、リング固定部材設けた突起で内視鏡先端構成部に設けた段部を押圧すると
共に、リンク固定部材をカバー先端構成部に螺合固定することにより、確実、且つ容易に
内視鏡先端構成部をカバー先端構成部に固定することができる。その他の作用及び効果は
上述の実施例と同様である。
【００６７】
　［付記］
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　１．内視鏡カバーとカバー用内視鏡とを組み合わせて使用するカバー式内視鏡において
、前記カバー用内視鏡の挿入部と内視鏡カバーの挿入部カバー部との固定を、前記挿入部
カバー部の先端部を構成するカバー先端構成部に別体で、前記カバー先端構成部に対して
移動自在に配設される固定部材で行うカバー式内視鏡。
【００６８】
　２．前記固定部材が、カバー用内視鏡挿抜方向に移動自在である付記１記載のカバー式
内視鏡。
【００６９】
　３．前記固定部材が、カバー用内視鏡の内視鏡先端構成部と挿入部カバー部のカバー先
端構成部との間に介在して押圧固定する付記１及び付記２記載のカバー式内視鏡。
【００７０】
　４．前記固定部材が、前記カバー先端構成部の側面に設けた透孔に配設される付記３記
載のカバー式内視鏡。
【００７１】
　５．前記透孔にカバー先端構成部先端面側及び内視鏡挿通用透孔側に向かって傾斜する
斜面部を形成する一方、前記固定部材に前記斜面部に対向する傾斜面を設けた付記３及び
付記４記載のカバー式内視鏡。
【００７２】
　６．前記固定部材が、前記カバー先端構成部の外周面に係合して配設されるリング状の
固定部材である付記３記載のカバー式内視鏡。
【００７３】
　７．前記リング状の固定部材に傾斜面を有する突起部を設け、前記カバー先端構成部の
手元側端面に前記傾斜面に対向する斜面部を設けた付記２及び付記５及び付記６記載のカ
バー式内視鏡。
【００７４】
　８．前記斜面部と前記傾斜面とを当接させて挿入部カバー部とカバー用内視鏡挿入部と
を固定するカバー式内視鏡。
【００７５】
　９．前記リング状の固定部材が、カバー先端構成部の周方向に移動自在である付記１記
載のカバー式内視鏡。
【００７６】
１０．前記リング状の固定部材を、カバー先端構成部の内視鏡挿通用透孔に形成した爪部
と内視鏡先端構成部の外周面に形成した切欠き溝との係入部を含むカバー先端構成部外周
面に係合して固定する付記９記載のカバー式内視鏡。
【００７７】
１１．前記リング状の固定部材と、カバー先端構成部との位置決め手段を有する付記１０
記載のカバー式内視鏡。
【００７８】
１２．前記カバー先端構成部に形成する爪部の位置と、前記内視鏡用先端構成部に形成す
る切欠き溝の位置との関係を所定の値の位置関係に形成することによってリング状の固定
部材で固定した内視鏡先端構成部をカバー先端構成部の先端方向に付勢して固定する付記
１０記載のカバー式内視鏡。
【００７９】
１３．前記内視鏡先端構成部外周面にカム溝を設け、このカム溝に係入する凸部を有する
Ｃ字状固定部材をカバー先端構成部の周方向に移動することによって、内視鏡先端構成部
をカバー先端構成部に固定するカバー式内視鏡。
【００８０】
１４．前記カバー先端構成部の外周にネジ部を設け、前記ネジ部に螺合するネジを備える
と共に突起を設けた環状固定部材で内視鏡先端構成部の段部を先端側に押圧して固定する
カバー式内視鏡。
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【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】図１ないし図４は本発明の第１実施例に係り、図１は　　　　　内視鏡カバー方
式の内視鏡装置を示す図
【図２】内視鏡カバーのカバー先端構成部の概略構成を示す断面図
【図３】固定部材の概略構成を説明する図
【図４】固定部材の作用を示す図
【図５】図５ないし図８は本発明の第２実施例に係り、図５は　　　　　リング状固定部
材の構成を説明する図
【図６】カバー先端構成部の概略構成を示す図
【図７】カバー先端構成部にリング状固定部材を配設した状態を示す図
【図８】リング状固定部材の作用を示す図
【図９】図９及び図１０は前記第１実施例の変形例に係り、図９は　　　　　固定部材の
別の構成を示す図
【図１０】固定部材の作用を示す図
【図１１】図１１ないし図１３は本発明の第３実施例に係り、図１１は　　　　　　カバ
ー先端構成部にカバー用内視鏡の挿入部を装着した状態を示す　　　　　　図
【図１２】カバー用内視鏡の内視鏡先端構成部及び挿入部カバー部のカバー先　　　　　
　端構成部の構成を示す断面図
【図１３】カバー先端構成部の別の構成を示す斜視図
【図１４】図１４ないし図１６は本発明の第４実施例に係り、図１４は　　　　　　カバ
ー先端構成部にカバー用内視鏡の挿入部を装着した状態を示す　　　　　　図
【図１５】図１４のＣ―Ｃ断面図
【図１６】カバー用内視鏡側面周方向に形成したカム溝の展開図
【図１７】図１７及び図１８は本発明の第５実施例に係り、図１７は　　　　　　カバー
先端構成部にカバー用内視鏡の挿入部を装着した状態を示す　　　　　　図
【図１８】図１７のＨ―Ｈ断面図
【符号の説明】
【００８２】
　　１４Ａ…内視鏡先端構成部　
　　３１…カバー先端構成部　
　　４０…固定部材　
代理人　　弁理士　　伊藤　進

10

20

30

(11) JP 3834029 B2 2006.10.18



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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